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平成３０年度第７回庁議提案 審議・報告・その他 

                    提 出 日：平成３０年７月３日 

                    担当部・課：会計管理者・工事検査室〔内線６８５２〕 

① 件  名 

平成３０年度石巻市優良建設工事施工業者表彰について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  工事の適正な履行を確保するため、施工業者の技術向上が求められている。 

【目的】 

石巻市が発注した建設工事のうち、工事成績が特に優良と認められる建設工事を選定し、これを施

工した業者を表彰することにより、市が発注する建設工事の質の向上を図るもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

 石巻市優良建設工事施工業者表彰事務取扱要領（平成１７年４月１日告示第１９９号） 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成３０年６月 ８日 石巻市優良建設工事施工業者表彰審査委員会の開催 

６月１３日 優良建設工事の決定、当該施工業者の表彰の決定 

⑤ 主な内容 

表 彰 対 象：平成２９年度に完成した１件の請負金額５００万円以上で、工事成績評定した建設工

事（１８８件）のうち、総合点が８０点以上のもの 

優良建設工事：３０件 

被 表 彰 者：２２社 内訳１８社、４共同企業体（構成７社） 

（詳細は別紙のとおり） 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

表彰することにより、他の工事の模範となり、公共工事の質の向上を図るとともに、施工業者の技

術水準の向上に資するもの。 
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⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

 
 

項 目 石巻市 大崎市 登米市 東松島市 

１） 

表彰対象者 

石巻市の発注に係

る工事を施工した

者 

大崎市の発注に係

る工事を施工した

者 

登米市に本社又は

主たる営業所を有

する施工業者 

東松島市の発注に

係る工事を施工し

た者 

２） 

表彰対象工事 

請負金額が５００

万円以上で総合点

が８０点以上 

(６５点未満の他

工事がないこと) 

請負金額が５００

万円を超えるもの

で評価点数が８０

点以上 

(７０点未満の他

工事がないこと) 

請負金額が３００

万円以上で工事成

績評点が８５点以

上 

(平均７０点以上

最低６５点以上で

あること) 

請負金額が５００

万円以上で評価点

数が８５点以上 

(７５点未満の他

工事がないこと) 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

表彰式 日時：平成３０年７月１０日（火）午後１時３０分 

場所：庁議室 

⑨ その他 

 【参考】最近８か年（今年度含む）の優良建設工事施工業者表彰実績 

年度 検査件数 表彰工事件数 表彰施工業者数 表彰工事件数／検査件数  

Ｈ３０ １８８ ３０ ２２ １６．０％ 

Ｈ２９ ２３１ １６ １８ ６．９％ 

Ｈ２８ １９３ １５ １９ ７．８％ 

Ｈ２７ ２０２ ４３ ４２ ２１．３％ 

Ｈ２６ ２０９ ３９ ２６ １８．７％ 

Ｈ２５ １１５ １６ １３ １３．９％ 

Ｈ２４ １１５ １５ １４ １３．０％ 

Ｈ２３ １４８ ２８ ２５ １８．９％ 
 

 


